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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線端末と無線局とを含む無線通信システムにおける制御装置であって、
　前記無線端末に関する端末情報を受信するよう構成されたレシーバと、
　前記無線通信システムを含む複数の無線システムによって共有される共用周波数の前記
無線局による使用を前記端末情報に基づいて制御するよう構成されたコントローラと、を
有し、
　前記端末情報は、前記無線端末の前記共用周波数における端末間直接通信の能力に関す
る情報を含み、
　前記コントローラは、前記無線局を含む複数の無線局の中から前記共用周波数を割り当
てる無線局を前記端末情報に基づいて決定するよう動作する、
制御装置。
【請求項２】
　前記共用周波数における前記端末間直接通信の能力に関する情報は、
a) 前記無線端末が前記共用周波数における前記端末間直接通信が可能であることを示す
情報、及び
b) 前記無線端末が前記端末間直接通信が可能であることを示す情報、
のうち少なくとも１つを含む、請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
　前記共用周波数は、前記無線通信システムにおける前記無線局と前記無線端末との通信
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及び、複数の前記無線端末による前記端末間直接通信を行うことが可能な周波数帯域であ
る、請求項１又は２に記載の制御装置。
【請求項４】
　前記コントローラは、前記共用周波数を含む少なくとも１つの候補周波数の中から使用
する周波数を決定するよう動作する、請求項１～３のいずれか１項に記載の制御装置。
【請求項５】
　前記複数の無線システムは、異なるオペレータによって運用され、
　前記共用周波数は、異なるオペレータによって共用される周波数帯域である、請求項１
～４のいずれか１項に記載の制御装置。
【請求項６】
　前記制御装置は、さらに、前記無線端末の前記共用周波数での前記端末間直接通信の通
信能力に関する第１の条件に基づいて前記共用周波数の使用を制御する、請求項１～５の
いずれか１項に記載の制御装置。
【請求項７】
　無線端末と無線局とを含む無線通信システムにおける共用周波数の制御方法であって、
　前記無線端末に関する端末情報を受信すること、及び
　前記無線通信システムを含む複数の無線システムによって共用される共用周波数の使用
を前記端末情報に基づいて制御すること、を含み、
　前記端末情報は、前記無線端末の前記共用周波数での端末間直接通信の通信能力に関す
る情報を含み、
　前記制御することは、前記無線局を含む複数の無線局の中から前記共用周波数を割り当
てる無線局を前記端末情報に基づいて決定することを含む、
共用周波数の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムによる共用周波数の使用制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周囲の無線環境を認知し、その無線環境に応じて通信パラメータの最適化を行うコグニ
ティブ無線が知られている。コグニティブ無線の例として、複数の無線システムが周波数
帯域を共用するケースを挙げることができる。例えば、ある無線システム（プライマリシ
ステムと呼ばれる）が優先的に利用可能な周波数帯域を他の無線システム（セカンダリシ
ステムと呼ばれる）が二次利用するケースがある。Institute of Electrical and Electr
onic Engineers（IEEE）802.22では、プライマリシステムとしてのTV放送システムにライ
センスされた周波数帯域（ＴＶチャネル）を二次利用するセカンダリシステムとしての地
域無線ネットワーク（Wireless Regional Area Network：WRAN）の標準化が議論されてい
る。
【０００３】
　プライマリシステムにライセンスされた周波数帯域をセカンダリシステムが二次利用す
る際、セカンダリシステムは、プライマリシステムが提供するサービスに影響を及ぼさな
いようにする必要がある。したがって、セカンダリシステムは、プライマリシステムへの
干渉を回避するために、プライマリシステムによって時間的若しくは空間的に使用されて
いない周波数帯域を使用するか、又はプライマリシステムに与える干渉が許容レベルを下
回るように送信電力を調整する（例えば特許文献１を参照）。
【０００４】
　コグニティブ無線の一例として、プライマリシステムがＴＶ放送システムであり、セカ
ンダリシステムがセルラシステムである場合を想定した検討が盛んに行われている。なお
、TV放送システムで時間的又は空間的に使用されていない周波数帯域は、TVホワイトスペ
ース（White Space：WS）と呼ばれる（例えば非特許文献１を参照）。
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【０００５】
　未使用の周波数帯域を特定するためのコグニティブ無線技術として、Geo-location Dat
abase（GDB）、周波数センシング、及びビーコン（又はCognitive Pilot Channel (CPC)
）が知られている。これらのうち２つ以上、例えばGDBと周波数センシング、又はGDBとビ
ーコン、が組み合わせて用いられる場合もある。GDBは、地理的位置に応じた共用周波数
帯域（e.g. TV band）の使用状況、又は二次利用可能な（つまり未使用の）周波数帯域（
e.g. TVWS）の情報を提供する。
【０００６】
　例えば、セルラシステムであるLong Term Evolution（LTE）システムへのTVWSの割り当
ては、以下の手順で実行される。
（１）LTEシステムの運用管理装置がTVWSの利用を希望する基地局（i.e. evolved Node B
（eNB））の情報をGDBに通知する。運用管理装置は、運用管理システム、Operation Admi
nistration and Maintenance （OAM）システム、又はCentral Control Pointとも呼ばれ
る。基地局情報は、例えば、基地局の地理的位置およびアンテナ高を示す情報を含む。
（２）GDBは、基地局情報、周波数帯域、及び伝播損の計算式に基づいて、二次利用可能
な少なくとも１つの候補周波数を決定し、これを運用管理装置に提供する。
（３）運用管理装置は、GDBから通知された少なくとも１つの候補周波数の情報を基地局
に転送する。
（４）基地局は、自セルに帰属する無線端末（i.e. User Equipment（UE））による候補
周波数のセンシング結果に基づいて、少なくとも１つの候補周波数の中から自セルで使用
する周波数（以下、割り当て周波数）を選択する。例えば、基地局は、無線端末により測
定された干渉電力が最も小さい候補周波数を、自セルで使用する割り当て周波数として選
択する。
（５）基地局は、選択した割り当て周波数を使用して通信サービスを提供する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１－１６６７２１号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】ETSI TR 102 907 V1.1.1 (2011-10), "Reconfigurable Radio Systems 
(RRS); Use Cases for Operation in White Space Frequency Bands", 2011年10月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述したLTEシステムへのTVWSの割り当て例では、共用周波数（e.g. TVWS）を効果的に
利用できないおそれがある。TVWSの二次利用の場合、無線通信システムは、TV放送オペレ
ータにライセンスされた周波数を二次利用する。TV放送オペレータにライセンスされた周
波数は、無線通信システムにライセンスされた周波数とは異なる。したがって、TVWSが基
地局に割り当てられたとしても、当該基地局によって運用されるセルに帰属する無線端末
がTVWSでの通信能力を有していなければ、TVWSの効率的な利用は達成できない。しかしな
がら、無線通信システムは、一般的に、バックワード・コンパチビリティを保障する。つ
まり、基地局は、TVWSでの通信能力を有していない古い無線端末（i.e. レガシー端末）
に対しても通信サービスを提供しなければならないケースが想定される。もしセルに帰属
する複数の無線端末の殆どがTVWSでの通信能力を有していないレガシー端末である場合に
は、基地局はTVWSを効率的に利用することができない。
【００１０】
　本発明の目的の１つは、複数の無線システムで共用される共用周波数（e.g. TVWS）の
効率的な使用に寄与することが可能な制御装置、無線局、無線端末、これらに関する方法
、及びプログラムを提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
　第１の態様では、制御装置は制御部を含む。前記制御部は、無線通信システムを含む複
数の無線システムで共用される共用周波数の前記無線通信システムに含まれる第１の無線
局による使用を少なくとも１つの条件に基づいて制御するよう動作する。なお、前記少な
くとも１つの条件は、前記第１の無線局によって運用されるセルに帰属する少なくとも１
つの無線端末の前記共用周波数での通信能力に関する第１の条件を含む。
【００１２】
　第２の態様では、無線通信システムで使用され、少なくとも１つの無線端末と通信を行
う無線局が提供される。前記無線局は、前記少なくとも１つの無線端末に関する端末情報
を取得し、前記無線通信システムを含む複数の無線システムで共用される共用周波数の前
記無線局による使用を制御するよう動作する制御部を有する。なお、前記端末情報は、前
記少なくとも１つの無線端末の前記共用周波数での通信能力に関する情報を含む。
【００１３】
　第３の態様では、無線通信システムで使用され、無線局と通信を行う無線端末が提供さ
れる。前記無線端末は、前記無線端末に関する端末情報を、前記無線通信システムを含む
複数の無線システムで共用される共用周波数の使用を制御する前記無線局に送信するよう
動作する制御部を有する。なお、前記端末情報は、前記共用周波数での通信能力に関する
情報を含む。
【００１４】
　第４の態様では、共用周波数の使用制御方法が提供される。前記方法は、無線通信シス
テムを含む複数の無線システムで共用される共用周波数の前記無線通信システムに含まれ
る第１の無線局による使用を少なくとも１つの条件に基づいて制御することを含む。なお
、前記少なくとも１つの条件は、前記第１の無線局によって運用されるセルに帰属する少
なくとも１つの無線端末の前記共用周波数での通信能力に関する第１の条件を含む。
【００１５】
　第５の態様では、無線通信システムで使用され少なくとも１つの無線端末と通信を行う
無線局における方法が提供される。前記方法は、前記少なくとも１つの無線端末に関する
端末情報を取得すること、及び前記無線通信システムを含む複数の無線システムで共用さ
れる共用周波数の前記無線局による使用を制御すること、を含む。なお、前記端末情報は
、前記少なくとも１つの無線端末の前記共用周波数での通信能力に関する情報を含む。
【００１６】
　第６の態様では、無線通信システムで使用され無線局と通信を行う無線端末に実装され
る方法が提供される。前記方法は、前記無線端末に関する端末情報を、前記無線通信シス
テムを含む複数の無線システムで共用される共用周波数の使用を制御する前記無線局に送
信することを含む。なお、前記端末情報は、前記共用周波数での通信能力に関する情報を
含む。
【００１７】
　第７の態様では、上述した第４の態様に係る方法をコンピュータに行わせるためのプロ
グラムが提供される。
【００１８】
　第８の態様では、上述した第５の態様に係る方法をコンピュータに行わせるためのプロ
グラムが提供される。
【００１９】
　第９の態様では、上述した第６の態様に係る方法をコンピュータに行わせるためのプロ
グラムが提供される。
【発明の効果】
【００２０】
　上述した各態様によれば、複数の無線システムで共用される共用周波数（e.g. TVWS）
の効率的な使用に寄与することが可能な制御装置、無線局、無線端末、これらに関する方
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法、及びプログラムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】第１の実施形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。
【図２】第１の実施形態に係る無線通信システムにおける共用周波数の使用制御手順の具
体例を示すフローチャートである。
【図３】第１の実施形態に係る無線通信システムの他の構成例を示す図である。
【図４】第１の実施形態に係る無線通信システムの他の構成例を示す図である。
【図５】第１の実施形態に係る無線通信システムの他の構成例を示す図である。
【図６】第２の実施形態に係る無線通信システムを含む無線ネットワークの構成例を示す
図である。
【図７】第２の実施形態に係る無線通信システムにおける共用周波数の使用制御手順の具
体例を示すシーケンス図である。
【図８】第２の実施形態に係る無線局による共用周波数の使用制御に関する動作の一例を
示すフローチャートである。
【図９】第２の実施形態に係る無線通信システムにおける共用周波数の使用停止手順の具
体例を示すシーケンス図である。
【図１０】第２の実施形態に係る無線局による共用周波数の使用停止に関する動作の一例
を示すフローチャートである。
【図１１】第３の実施形態に係る無線通信システムを含む無線ネットワークの構成例を示
す図である。
【図１２】第３の実施形態に係る無線通信システムにおける共用周波数の使用制御手順の
具体例を示すシーケンス図である。
【図１３】第３の実施形態に係る無線局による共用周波数の使用制御に関する動作の一例
を示すフローチャートである。
【図１４】第３の実施形態に係る運用管理装置（OAM）による共用周波数の使用制御に関
する動作の一例を示すフローチャートである。
【図１５】第４の実施形態に係る無線通信システムにおける共用周波数の使用制御手順の
具体例を示すシーケンス図である。
【図１６】第４の実施形態に係る無線局による共用周波数の使用制御に関する動作の一例
を示すフローチャートである。
【図１７】第４の実施形態に係る運用管理装置（OAM）による共用周波数の使用制御に関
する動作の一例を示すフローチャートである。
【図１８】第６の実施形態に係る無線通信システムを含む無線ネットワークの構成例を示
す図である。
【図１９】第６の実施形態に係る無線通信システムにおける共用周波数の使用制御手順の
具体例を示すシーケンス図である。
【図２０】第７の実施形態に係る無線通信システムを含む無線ネットワークの構成例を示
す図である。
【図２１】第７の実施形態に係る無線通信システムにおける共用周波数の使用制御手順の
具体例を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下では、具体的な実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図面に
おいて、同一又は対応する要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必
要に応じて重複説明は省略される。
【００２３】
＜第１の実施形態＞
　一実施形態では、無線通信システムで使用され、無線局と通信を行う無線端末が提供さ
れる。本実施形態の無線端末は、少なくとも共用周波数での通信能力に関する情報を含む
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端末情報をネットワークに通知する機能を備える。当該ネットワークは、当該無線通信シ
ステムを含む複数の無線システムで共用される共用周波数の使用を制御する制御エンティ
ティを含む。本実施形態では、無線端末が共用周波数での通信能力の通知機能を有するた
め、制御エンティティは、無線端末の共用周波数での通信能力を考慮して無線通信システ
ムによる共用周波数の使用を制御できる。よって、本実施形態は、共用周波数を効率的に
使用できるという効果が得られる。
【００２４】
　ここで、端末情報は、例えば、共用周波数における端末無線アクセス能力、又は端末シ
ステム能力、を含む。さらに、端末情報は、端末通信量、端末サービス、及び端末位置情
報、などを含んでもよい。端末サービスは、無線端末が実行中であるか又は無線端末が要
求しているサービスの種別、属性（e.g. リアルタイム性、重要度、優先度、又は要求品
質）、又はサービスカテゴリを示す。端末位置情報は、例えば、Global Positioning Sys
tem（GPS）により取得された位置情報、又はネットワークによる位置情報サービスにより
取得された位置情報（e.g. Observed Time Difference Of Arrival（OTDOA）法により所
得された位置情報）である。また、端末位置情報は、無線端末により測定された無線品質
（e.g. 各セルの既知ダウンリンク信号の受信品質及びセル識別子）であってもよい。
【００２５】
＜第２の実施形態＞
　図１は、本実施形態に係る無線通信システム１００の構成例を示している。無線通信シ
ステム１００は、セルラシステム（e.g. LTEシステム、Universal Mobile Telecommunica
tions System（UMTS）、CDMA2000システム（EV-DO、1xRTT、HPRD）、又はGlobal System 
for Mobile Communications （GSM）システム）であってもよい。また、無線通信システ
ム１００は、非セルラシステム（e.g. WiMAXシステム、無線Local Area Network（LAN）
システム）であってもよい。
【００２６】
　無線通信システム１００は、無線局１、無線端末２、及び制御部３を含む。無線局１は
、セル１１を運用し、セル１１に帰属する無線端末２と通信する。無線局１は、例えば、
基地局、中継局（Relay Node（RN））、又はアクセスポイントと呼ばれる。無線端末２は
、例えば、移動局、User Equipment（UE）、又はWireless Transmit/Receive Unit（WTRU
）と呼ばれる。セル１１は、無線局１のカバレッジエリアを意味する。セル１１は、セク
タ・セルであってもよい。
【００２７】
　制御部３は、無線通信システム１００を含む複数の無線システムで共用される共用周波
数の無線局１による使用を少なくとも１つの条件に基づいて制御するよう動作する。ここ
で、少なくとも１つの条件は、無線局１によって運用されるセル１１に帰属する少なくと
も１つの無線端末２の共用周波数での通信能力に関する第１の条件を含む。
【００２８】
　共用周波数は、例えばTVWSのように、プライマリシステムにライセンスされた周波数帯
域であってもよい。この場合、セカンダリシステムとしての無線通信システム１００は、
例えば、共用周波数がプライマリシステムによって時間的又は空間的に使用されていない
場合に共用周波数を二次利用することができる。言い換えると、無線通信システム１００
は、無線通信システム１００にライセンスされた周波数を利用できるだけでなく、無線通
信システム１００にライセンスされていない（あるいは、専有できる周波数としてはライ
センスされてない）共用周波数（e.g. TVWS）を二次利用することができる。なお、プラ
イマリシステムは存在しなくてもよい。この場合、共用周波数は、複数の無線通信システ
ム、例えば、異なるオペレータによって運用される複数の無線通信システムによって平等
に共用されてもよい。複数の無線通信システムは、同じ無線アクセス技術（e.g. LTE）を
用いるシステムのみを含んでもよいし、異なる無線アクセス技術（e.g. LTE、CDMA2000、
GSM、WiMAX）を用いるシステムを含んでもよい。
【００２９】



(7) JP 6402808 B2 2018.10.10

10

20

30

40

50

　既に述べたように、無線通信システム１００は、バックワード・コンパチビリティ、つ
まり共用周波数における通信能力を有していない無線端末（レガシー端末）にも通信サー
ビスを提供することが要求されるケースがある。したがって、もしセル１１に帰属する複
数の無線端末２の殆どが共用周波数での通信能力を有していないレガシー端末である場合
には、無線局１は共用周波数の割り当てを受けてもこれを効率的に利用することができな
い。
【００３０】
　この問題に対処するため、本実施形態では、制御部３は、セル１１に帰属する少なくと
も１つの無線端末２の共用周波数での通信能力に関する第１の条件に基づいて、共用周波
数の無線局１による使用を制御する。例えば、制御部３は、第１の条件を満たすことを条
件として、無線局１による共用周波数の利用を許可してもよい。この場合、第１の条件は
、共用周波数がセル１１において効率的に利用されることを表す条件であればよい。第１
の条件は、共用周波数での通信能力を有する十分な数の無線端末２がセル１１に帰属して
いることに対応する条件とされてもよい。
【００３１】
　第１の条件は、例えば、以下の（１）～（８）のいずれか、又はこれらのうち任意の組
み合わせであってもよい。
（１）共用周波数での通信能力を有する無線端末２の数が所定数または所定割合を超える
こと；
（２）共用周波数での端末無線アクセス能力または端末システム能力を有する無線端末２
の数が所定数または所定割合を超えること；
（３）共用周波数での端末無線アクセス能力または端末システム能力を有する無線端末２
の総トラフィック量が所定量を超えること；
（４）共用周波数での端末無線アクセス能力または端末システム能力を有し且つ所定のサ
ービスを実行中の無線端末２の数が所定数または所定割合を超えること；
（５）共用周波数での端末無線アクセス能力または端末システム能力を有し且つ所定のサ
ービスを要求する無線端末２の数が所定数または所定割合を超えること；
（６）共用周波数での端末無線アクセス能力または端末システム能力を有し且つ所定エリ
ア内に位置する無線端末２の数が所定数または所定割合を超えること；
（７）共用周波数を利用可能であり且つ所定エリア内に位置する無線端末２の数が所定数
または所定割合を超えること；
（８）共用周波数を利用可能である無線端末２の総トラフィック量が所定量を超えること
；
（９）共用周波数を利用可能であり且つ所定のサービスを実行中の無線端末２の数が所定
数または所定割合を超えること；
（１０）共用周波数の利用が可能であり且つ所定のサービスを要求する無線端末２の数が
所定数または所定割合を超えること。
【００３２】
　条件（２）～（６）における"共用周波数での端末無線アクセス能力"は、無線端末２が
共用周波数を用いて無線局１に無線アクセスを行う能力を有することを示す。"共用周波
数での端末無線アクセス能力"は、例えば、共用周波数の利用能力（i.e. 共用周波数とし
て割り当てられた周波数帯域で通信が可能か否か）、又は共用周波数における無線品質（
e.g. 受信電力、干渉電力、Signal to Interference plus Noise Ratio（SINR））の測定
能力、である。
【００３３】
　条件（２）～（６）における"共用周波数での端末システム能力"は、例えば、無線端末
２が共用周波数を用いて無線局１と通信を行う能力、又はコグニティブ無線の能力（e.g.
 センシング能力）である。
【００３４】
　条件（３）及び（８）における"総トラフィック量"は、複数の無線端末２のトラフィッ
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ク量の合計を意味する。無線端末２のトラフィック量は、無線端末２の通信量ということ
もできる。無線端末２のトラフィック量は、例えば、所定期間に無線端末が通信したデー
タ量、単位時間あたりのデータ量（i.e. データレート、又はスループット）である。ま
た、無線端末２のトラフィック量は、今後発生すると予想されるトラフィック量の予測値
であってもよい。
【００３５】
　条件（４）、（５）、（９）及び（１０）における"所定のサービス"は、特定のサービ
ス、又は特定の属性を持つサービスカテゴリを示す。特定の属性は、例えば、リアルタイ
ム性、重要度、優先度、又は要求品質である。具体的には、所定のサービスは、セル１１
の高負荷の原因となり得る通信量の大きいサービスとしてもよい。
【００３６】
　条件（６）及び（７）における"所定エリア"は、無線端末２の地理的位置を示す。所定
エリアは、無線局１から見た相対的な位置（e.g. セルエッジ）であってもよい。
【００３７】
　図２は、本実施形態における共用周波数の使用制御手順の具体例を示すフローチャート
である。ステップＳ１０１では、制御部３は、使用可能な共用周波数を示す情報を受信す
る。使用可能な共用周波数を示す情報は、例えば、Geo-location Database（GDB）から直
接的に供給されてもよいし、GDBから他の装置（e.g. Spectrum Manager（SM））を経由し
て間接的に供給されてもよい。
【００３８】
　ステップＳ１０２では、制御部３は、セル１１に属する無線端末２の共用周波数での通
信能力を示す情報を取得する。具体的には、制御部３は、共用周波数での通信能力を示す
情報を含む無線端末２の情報（以下、端末情報）を取得すればよい。制御部３は、無線局
１による共用周波数の使用を許可するか否かを判定するために端末情報を用いる。したが
って、端末情報は、当該判定に用いられる情報を含んでいればよい。
【００３９】
　端末情報は、例えば、端末無線アクセス能力、端末システム能力、端末通信量、端末サ
ービス、及び端末位置情報、のうち少なくとも１つを含む。端末サービスは、無線端末２
が実行中であるか又は無線端末２が要求しているサービスの種別、属性（e.g. リアルタ
イム性、重要度、優先度、又は要求品質）、又はサービスカテゴリを示す。端末位置情報
は、例えば、Global Positioning System（GPS）により取得された位置情報、又はネット
ワークによる位置情報サービスにより取得された位置情報（e.g. Observed Time Differe
nce Of Arrival（OTDOA）法により所得された位置情報）である。また、端末位置情報は
、無線端末２により測定された無線品質（e.g. 各セルの既知ダウンリンク信号の受信品
質及びセル識別子）であってもよい。端末情報の少なくとも一部は、無線端末２から制御
部３に送られてもよい。また、端末情報の少なくとも一部は、無線局１によって取得され
た後に制御部３に送られてもよい。また、端末情報の少なくとも一部は、加入者データを
管理する加入者サーバ（e.g. Home Subscriber Server（HSS）、Home Location Register
（HLR））から供給されてもよい。
【００４０】
　ステップＳ１０３では、制御部３は、ステップＳ１０２で取得した端末情報を用いて、
セル１１に帰属する無線端末２の共用周波数での通信能力に関する第１の条件を含む少な
くとも１つの条件を判定する。そして、制御部３は、当該少なくとも１つの条件を満たす
ことを条件として、無線局１による共用周波数の使用を許可する。例えば、制御部３は、
共用周波数又はその一部を割り当て周波数として無線局１に通知すればよい。
【００４１】
　制御部３は、無線局１による共用周波数の使用を許可するかどうか判定するために、第
１の条件に加えて他の条件を考慮してもよい。例えば、制御部３は、無線局１の地理的位
置を考慮してもよい。具体的には、制御部３は、無線局１の地理的位置が共用周波数の使
用が許可されるエリア内であるか否かを判定してもよい。また、制御部３は、無線局１が
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使用可能な周波数を考慮してもよい。具体的には、制御部３は、無線局１の使用可能な周
波数範囲に共用周波数が含まれるか否かを判定してもよい。また、制御部３は、無線局１
のダウンリンク送信電力の最大値又は最小値を考慮してもよい。
【００４２】
　制御部３は、セル１１に属する無線端末２の共用周波数での通信能力に変化があったこ
とに応じて、又は周期的に、無線局１への割り当て周波数の見直し（更新）手順を行なっ
てもよい。また、制御部３は、割り当て周波数の解放手順（つまり、無線局１による共用
周波数の使用を停止する手順）を実行してもよい。制御部３は、例えば、第１の条件を含
む少なくとも１つの条件を満たさなくなった場合に、無線局１による共用周波数の使用を
停止してもよい。
【００４３】
　上述したように、本実施形態は、制御部３を有する。制御部３は、セル１１に帰属する
少なくとも１つの無線端末２の共用周波数での通信能力に関する第１の条件に基づいて、
共用周波数の無線局１による使用を制御する。例えば、第１の条件は、共用周波数での通
信能力を有する十分な数の無線端末２がセル１１に帰属していることに対応する条件とす
ることができる。したがって、本実施形態は、複数の無線システムで共用される共用周波
数の効率的な使用に寄与することができる。
【００４４】
　ところで、制御部３の配置は、ネットワークアーキテクチャの設計思想に基づいて、又
は無線通信規格に応じて、適宜決定されるものである。例えば、図３に示すように、制御
部３は、無線局１と一体的に配置されてもよい。この場合、無線局１は、例えば、以下の
手順で共用周波数の使用を決定すればよい。まず、制御部３を有する無線局１は、共用周
波数の割り当て要求を図示されていない運用管理装置（OAM）に送信する。次に、無線局
１は、運用管理装置（OAM）から少なくとも１つの候補周波数を示す通知を受信する。各
候補周波数は、共用周波数に含まれる未使用の部分帯域とすればよい。そして、無線局１
は、少なくとも１つの候補周波数の中から無線局１で使用される"割り当て周波数"を決定
する。具体的には、無線局１は、上述した第１の条件を含む条件を満たす候補周波数を"
割り当て周波数"として選択すればよい。なお、複数の候補周波数が第１の条件を満たす
場合、無線局１は、最も条件に合う候補周波数１つを選択してもよいし、所定数まで候補
周波数を選択してもよい。最後に、無線局１は、選択した割り当て周波数を示す報告（割
り当て周波数報告）を運用管理装置に送信する。少なくとも１つの候補周波数のいずれに
ついても条件を満たさない場合、無線局１は、周波数割り当てを行わないことを示す報告
を運用管理装置に送信してもよい。なお、無線局１が、運用管理装置ではなく、例えばGD
Bや周波数管理装置へ直接、候補周波数を要求し、選択した割り当て周波数を報告するよ
うにしてもよい。
【００４５】
　また、図４に示すように、制御部３は、運用管理装置（OAM）４と一体的に配置されて
よい。この場合、運用管理装置４は、例えば、以下の手順で無線局１による共用周波数の
使用を決定すればよい。まず、運用管理装置４は、共用周波数の割り当て要求を無線局１
から受信する。次に、運用管理装置４は、端末情報報告の要求を無線局１に送信し、無線
局１から返信される端末情報報告を受信する。端末情報報告は、無線局１が運用するセル
１１に帰属する複数の無線端末２の端末情報を含む。そして、運用管理装置４は、受信し
た端末情報報告を用いて、上述した第１の条件を含む条件を満たす"割り当て周波数"を決
定する。最後に、運用管理装置４は、決定した"割り当て周波数"を無線局１に通知する。
【００４６】
　なお、図４の例では、運用管理装置４は、共用周波数の割り当て要求とともに端末情報
報告を無線局１から受信してもよい。あるいは、運用管理装置４は、共用周波数の割り当
て要求の代わりに、端末情報報告を無線局１から受信してもよい。これにより、運用管理
装置４と無線局１の間のシグナリングを削減できる。
【００４７】
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　また、図５に示すように、制御部３は、周波数管理装置５と一体的に配置されてもよい
。周波数管理装置５は、Spectrum Manager（SM）、周波数管理システム、又はCentral Co
ntrol Pointとも呼ばれる。周波数管理装置５は、無線通信システム１００を含む複数の
無線システムに対する共用周波数の割り当てを管理する。複数の無線システムは、典型的
には、異なるオペレータによって運用されるシステムを含む。
【００４８】
＜第３の実施形態＞
　本実施形態では、第２の実施形態で説明した制御部３の配置、及び無線局１への共用周
波数の割り当て手順の具体例について説明する。具体的には、本実施形態は、制御部３が
無線局１と一体的に配置される例を示す。
【００４９】
　図６は、本実施形態に係る無線通信システム１００を含む無線ネットワークの構成例を
示している。図６の例では、無線通信システム１００は、２つの無線局１Ａ及び１Ｂを含
む。無線局１Ａは、セル１１Ａを運用し、セル１１Ａに帰属する無線端末２Ａと通信する
。同様に、無線局１Ｂは、セル１１Ｂを運用し、セル１１Ｂに帰属する無線端末２Ｂと通
信する。
【００５０】
　無線局１Ａ及び１Ｂは、制御部３Ａ及び３Ｂをそれぞれ有する。制御部３Ａ及び３Ｂの
各々は、第２の実施形態で述べた制御部３に相当する。制御部３Ａ及び３Ｂの各々は、無
線端末２（２Ａ又は２Ｂ）から端末情報ＡＡを受信するよう動作する。そして、制御部３
Ａ及び３Ｂの各々は、端末情報ＡＡを用いて、上述した第１の条件を含む判定条件を判定
する。
【００５１】
　無線端末２Ａ及び２Ｂは、制御部２０を有する。制御部２０は、無線端末２が帰属する
セル１１（１１Ａ又は１１Ｂ）を運用する無線局１（１Ａ又は１Ｂ）に端末情報ＡＡを送
信するよう動作する。
【００５２】
　運用管理装置（OAM）４は、無線局１Ａ及び１Ｂを含む複数の無線局１を管理する。運
用管理装置（OAM）４は、周波数管理装置（SM）５と通信し、共用周波数情報を周波数管
理装置（SM）５から受信する。共用周波数情報は、使用可能な共用周波数（i.e. 少なく
とも１つの候補周波数）を示す。なお、運用管理装置（OAM）４は、周波数管理装置（SM
）５を介さずにGeo-location Database（GDB）から直接的に共用周波数情報を受信しても
よい。
【００５３】
　図７は、本実施形態に係る無線通信システム１００における共用周波数の使用制御手順
の具体例を示すシーケンス図である。図７は、無線局１Ａ及び１Ｂについて示しているが
、これら２つの無線局の動作は同様である。ステップＳ２０１では、無線局１Ａ及び１Ｂ
は、各々のセル１１（１１Ａ又は１１Ｂ）に帰属する無線端末２（２Ａ又は２Ｂ）に関す
る端末情報ＡＡを取得する。ステップＳ２０２では、無線局１Ａ及び１Ｂは、周波数割り
当て要求を運用管理装置（OAM）４に送信する。
【００５４】
　ステップＳ２０３では、運用管理装置（OAM）４は、共用周波数のうち割当可能な候補
周波数の情報を取得する。運用管理装置（OAM）４は、周波数管理装置（SM）５又はGDBか
ら候補周波数の情報を受信すればよい。ステップＳ２０４では、運用管理装置（OAM）４
は、少なくとも１つの候補周波数を示す通知を無線局１Ａ及び１Ｂに送信する。
【００５５】
　ステップＳ２０５では、無線局１Ａ及び１Ｂは、各候補周波数について、無線端末２（
２Ａ又は２Ｂ）の共用周波数における通信能力に関する第１の条件を含む判定条件を満た
すか否かを判定する。無線局１Ａ及び１Ｂは、当該判定条件を満たす候補周波数を自セル
の"割り当て周波数"として選択する。
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【００５６】
　ステップＳ２０６では、無線局１Ａ及び１Ｂは、選択した"割り当て周波数"を示す報告
を運用管理装置（OAM）４に送信する。なお、いずれの候補周波数も第１の条件を含む判
定条件を満たさなかった場合、無線局１Ａ及び１Ｂは、周波数割り当てを行わないことを
示す報告を運用管理装置（OAM）４に送信すればよい。ステップＳ２０７では、運用管理
装置（OAM）４は、無線局１Ａ及び１Ｂからの報告に基づいて、候補周波数の情報を更新
する。ただし、ステップＳ２０７は省略されてもよい。
【００５７】
　図７に示した手順は、一例に過ぎない。例えば、無線局１Ａ及び１Ｂによる端末情報Ａ
Ａの取得（Ｓ２０１）のタイミング、および運用管理装置（OAM）４による候補周波数情
報の取得（Ｓ２０３）のタイミングは、適宜変更されてもよい。例えば、無線局１Ａ及び
１Ｂによる端末情報ＡＡの取得（Ｓ２０１）は、候補周波数通知の受信（Ｓ２０４）の後
で行われてもよい。また、運用管理装置（OAM）４による候補周波数情報の取得（Ｓ２０
３）は、図７の手順に先立って予め行われてもよい。
【００５８】
　図８は、無線局１Ａ及び１Ｂによる共用周波数の使用制御に関する動作の一例を示すフ
ローチャートである。ここでは無線局１Ａに関して説明するが、無線局１Ｂの動作も同様
とすればよい。ステップＳ３０１では、無線局１Ａは、共用周波数の割り当てが必要であ
るか否かを判定する。無線局１Ａは、例えば、ライセンスバンドでのセル１１Ａの負荷（
e.g. 通信量、無線端末数など）が所定の基準を超えた場合に追加の共用周波数が必要で
あると判定すればよい。
【００５９】
　ステップＳ３０２は、図７のステップＳ２０１に対応する。すなわち、共用周波数が必
要であると判定した場合（ステップＳ３０１でＹＥＳ）、無線局１Ａは、セル１１Ａに属
する無線端末２の端末情報ＡＡを取得する（ステップＳ３０２）。ステップＳ３０３は、
図７のステップＳ２０２に対応する。すなわち、ステップＳ３０３では、無線局１Ａは、
周波数割り当て要求を運用管理装置（OAM）４に送信する。
【００６０】
　ステップＳ３０４は、図７のステップＳ２０４に対応する。すなわち、ステップＳ３０
４では、無線局１Ａは、候補周波数通知を受信したか否かを判定する。ステップＳ３０５
及びＳ３０６は、図７のステップＳ２０５に対応する。すなわち、候補周波数通知を受信
すると（ステップＳ３０４でＹＥＳ）、無線局１Ａは、ステップＳ２０２で取得された端
末情報を用いて、候補周波数の各々について判定条件を満たすか否かを判定する（ステッ
プＳ３０５）。ここで、判定条件は、無線端末２Ａの共用周波数での通信能力に関する第
１の条件を含む。判定条件を満たす候補周波数が存在する場合（ステップＳ３０５でＹＥ
Ｓ）、無線局１Ａは、その候補周波数を自セル１１Ａの"割り当て周波数"として決定する
（ステップＳ３０６）。いずれの候補周波数についても判定条件を満たさない場合（ステ
ップＳ３０５でＮＯ）、無線局１Ａは、これらの候補周波数を破棄し、"割り当て周波数"
を決定しない。
【００６１】
　ステップＳ３０７は、図７のステップＳ２０６に対応する。すなわち、ステップＳ３０
７では、無線局１Ａは、割り当て周波数報告を運用管理装置（OAM）４に送信する。割り
当て周波数報告は、割り当て周波数として決定した候補周波数を示すか、又は周波数割り
当てを行わないことを示す。
【００６２】
　第２の実施形態で述べたのと同様に、制御部３Ａ及び３Ｂは、割り当て周波数の解放手
順（つまり、無線局１による共用周波数の使用を停止する手順）を実行してもよい。以下
では、共用周波数の使用停止手順の具体例について説明する。図９は、共用周波数の使用
停止手順の具体例を示すシーケンス図である。ここでは無線局１Ａに関して説明するが、
無線局１Ｂの動作も同様とすればよい。ステップＳ４０１では、無線局１Ａは、自セル１
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１Ａに属する無線端末２Ａの端末情報を取得する。ステップＳ４０２－１では、無線局１
Ａは、割り当て周波数を解放するか否か、つまり共用周波数を使用停止するか否かを判定
する。無線局１Ａは、例えば、図７のステップＳ２０５又は図８のステップＳ３０５と同
様の条件を満たすか否かを判定すればよい。無線局１Ａは、共用周波数を使用している間
、ステップＳ４０２－１の判定を周期的に行なってもよい。図７の例は、ステップＳ４０
２－１において共用周波数の継続使用が判定され、ステップＳ４０２－２において共用周
波数の使用停止（解放）が判定される。ステップＳ４０３では、無線局１Ａは、割り当て
周波数の解放、つまり共用周波数の使用停止を運用管理装置（OAM）４に報告する。ステ
ップＳ４０４では、運用管理装置（OAM）４は、無線局１Ａからの報告に基づいて、候補
周波数の情報を更新する。ただし、ステップＳ４０４は省略されてもよい。
【００６３】
　図１０は、無線局１Ａ及び１Ｂによる共用周波数の使用停止に関する動作の一例を示す
フローチャートである。ここでは無線局１Ａに関して説明するが、無線局１Ｂの動作も同
様とすればよい。ステップＳ５０１は、図９のステップＳ４０１に対応する。すなわち、
無線局１Ａは、無線端末２Ａの端末情報を取得する。ステップＳ５０２及びＳ５０３は、
図９のステップＳ４０２－１及びＳ４０２－２に対応する。すなわち、無線局１Ａは、割
り当て周波数を解放するか否かを周期的に判定する（ステップＳ５０２）。割り当て周波
数の解放を判定した場合（ステップＳ５０２でＹＥＳ）、無線局１Ａは、割り当て周波数
の使用を停止する（ステップＳ５０３）。最後に、ステップＳ５０４は、図９のステップ
Ｓ４０４に対応する。すなわち、無線局１Ａは、解放報告を運用管理装置（OAM）４に送
信する。
【００６４】
　図１０に示した手順は、一例に過ぎない。例えば、無線局１Ａ及び１Ｂによる端末情報
ＡＡの取得（Ｓ４０１）のタイミングのタイミングは、適宜変更されてもよい。例えば、
無線局１Ａ及び１Ｂによる端末情報ＡＡの取得（Ｓ２０１）は、割り当て周波数の解放判
定（ステップＳ４０２）を行う度に行われてもよい。
【００６５】
　なお、本実施形態において、共用周波数の使用可否の判定のために用いられる第１の条
件を含む判定条件は、無線局１Ａ及び１Ｂ（制御部３Ａ及び３Ｂ）に予め設定されてもよ
い。また、当該判定条件は、運用管理装置（OAM）４から候補周波数通知と一緒に無線局
１Ａ及び１Ｂに送られてもよい。また、当該判定条件は、候補周波数間で共通でもよいし
、異なっていてもよい。また、当該判定条件は、複数の無線局１の間で共通でもよいし、
異なっていてもよい。
【００６６】
　また、運用管理装置（OAM）４は、無線局１Ａ及び１Ｂに候補周波数を通知する際に、
ダウンリンク送信電力の上限値を無線局１Ａ及び１Ｂに通知してもよい。また、運用管理
装置（OAM）４は、候補周波数の使用可能期限を示す絶対時刻又は相対時刻を無線局１Ａ
及び１Ｂに通知してもよい。これらは、候補周波数間で共通でもよいし、異なっていても
よい。
【００６７】
＜第４の実施形態＞
　本実施形態では、第２の実施形態で説明した制御部３の配置、及び無線局１への共用周
波数の割り当て手順の具体例について説明する。具体的には、本実施形態は、制御部３が
運用管理装置（OAM）４と一体的に配置される例を示す。
【００６８】
　図１１は、本実施形態に係る無線通信システム１００を含む無線ネットワークの構成例
を示している。図１１に示す無線通信システム１００は、図６と同様に、２つの無線局１
Ａ及び１Ｂを含む。運用管理装置（OAM）４は、制御部３を有する。制御部３は、無線端
末２Ａ及び２Ｂから端末情報ＡＡを受信するよう動作する。そして、制御部３は、端末情
報ＡＡを用いて、上述した第１の条件を含む条件を判定する。
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【００６９】
　図１２は、本実施形態に係る無線通信システム１００における共用周波数の使用制御手
順の具体例を示すシーケンス図である。図１２は、無線局１Ａ及び１Ｂについて示してい
るが、これら２つの無線局の動作は同様である。図１２のステップＳ２０１～Ｓ２０３、
並びにＳ２０７における処理は、図７に示した同一符号のステップ群における処理と同様
とすればよい。
【００７０】
　ステップＳ６０４では、運用管理装置（OAM）４は、端末情報報告の要求を無線局１Ａ
及び１Ｂに送信する。ステップＳ６０５では、無線局１Ａ及び１Ｂは、運用管理装置（OA
M）４に端末情報報告を送信する。無線局１Ａの端末情報報告は、セル１１Ａに帰属する
無線端末２Ａに関する端末情報を含む。既に述べたように、端末情報は、無線局１による
共用周波数の使用を許可するか否かを判定するために用いられる。端末情報は、例えば、
端末無線アクセス能力、端末システム能力、端末通信量、端末サービス、及び端末位置情
報、のうち少なくとも１つを含む。
【００７１】
　ステップＳ６０６では、運用管理装置（OAM）４は、無線局１Ａ及び１Ｂの各々の割り
当て周波数を決定する。言い換えると、運用管理装置（OAM）４は、無線局１Ａ及び１Ｂ
の各々について共用周波数の使用を許可するか否かを判定する。ステップＳ６０６の判定
では、上述した第１の条件を含む判定条件が使用される。
【００７２】
　ステップＳ６０７では、運用管理装置（OAM）４は、無線局１Ａ及び１Ｂの各々に対し
て、決定した割り当て周波数を通知する。なお、いずれの候補周波数についても条件を満
たさない場合、運用管理装置（OAM）４は、周波数割り当てを行わないことを該当の無線
局１に通知する。
【００７３】
　図１２に示した手順は、一例に過ぎない。図７に関して述べたのと同様に、例えば、無
線局１Ａ及び１Ｂによる端末情報ＡＡの取得（Ｓ２０１）のタイミング、および運用管理
装置（OAM）４による候補周波数情報の取得（Ｓ２０３）のタイミングは、適宜変更され
てもよい。
【００７４】
　図１３は、無線局１Ａ及び１Ｂによる共用周波数の使用制御に関する動作の一例を示す
フローチャートである。ここでは無線局１Ａに関して説明するが、無線局１Ｂの動作も同
様とすればよい。図１３のステップＳ３０１～Ｓ３０３における処理は、図８に示した同
一符号のステップ群における処理と同様とすればよい。
【００７５】
　図１３のステップＳ７０４及びＳ７０５は、図１２のステップＳ６０４及びＳ６０５に
対応する。すなわち、無線局１Ａは、端末情報報告の要求を受信したか否かを判定する（
ステップＳ７０４）。当該要求を受信した場合（ステップＳ７０４でＹＥＳ）、無線局１
Ａは、端末情報報告を運用管理装置（OAM）４に送信する（ステップＳ７０５）。
【００７６】
　図１３のステップＳ７０６は、図１２のステップＳ６０７に対応する。すなわち、無線
局１Ａは、割り当て周波数の通知を受信したか否かを判定する（ステップＳ７０６）。割
り当て周波数の通知を受信した場合（ステップＳ７０６でＹＥＳ）、無線局１Ａは、割り
当て周波数を用いてセル１１Ａを設定し、無線端末２Ａとの通信を開始すればよい。
【００７７】
　図１４は、運用管理装置（OAM）４による共用周波数の使用制御に関する動作の一例を
示すフローチャートである。ステップＳ８０１は、図１２のステップＳ２０２に対応する
。すなわち、運用管理装置（OAM）は、無線局１Ａ及び１Ｂから周波数割り当て要求を受
信したか否かを判定する（ステップＳ８０１）。ステップＳ８０２及びＳ８０３は、図１
２のステップＳ６０４及びＳ６０５に対応する。すなわち、運用管理装置（OAM）４は、
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端末情報報告の要求を送信する（ステップＳ８０２）。そして、運用管理装置（OAM）４
は、端末情報報告を受信したか否かを判定する（ステップＳ８０３）。
【００７８】
　ステップＳ８０４及びＳ８０５は、図１２のステップＳ６０６に対応する。すなわち、
端末情報報告を受信すると（ステップＳ８０３でＹＥＳ）、運用管理装置（OAM）４は、
候補周波数の各々について判定条件を満たすか否かを判定する（ステップＳ８０４）。こ
こで、判定条件は、無線端末２Ａの共用周波数での通信能力に関する第１の条件を含む。
判定条件を満たす候補周波数が存在する場合（ステップＳ８０４でＹＥＳ）、運用管理装
置（OAM）４は、その候補周波数を無線局１Ａ又は１Ｂに対する "割り当て周波数"として
決定する（ステップＳ８０５）。
【００７９】
　ステップＳ８０６は、図１２のステップＳ６０７に対応する。すなわち、ステップＳ８
０６では、運用管理装置（OAM）４は、割り当て周波数通知を無線局１Ａ又は１Ｂに送信
する。ステップＳ８０７は、図１２のステップＳ２０７に対応する。すなわち、運用管理
装置（OAM）４は、無線局１Ａ又は１Ｂに対するいずれかの候補周波数の割り当てに応じ
て、候補周波数の情報を更新する。
【００８０】
　なお、本実施形態において、共用周波数の使用可否の判定のために用いられる第１の条
件を含む判定条件は、運用管理装置（OAM）４に予め設定されてもよい。また、当該判定
条件は、周波数管理装置（SM）５などの他の装置又はシステムからから候補周波数を示す
情報と一緒に運用管理装置（OAM）４に送られてもよい。また、当該判定条件は、候補周
波数間で共通でもよいし、異なっていてもよい。また、当該判定条件は、複数の無線局１
の間で共通でもよいし、異なっていてもよい。
【００８１】
　また、運用管理装置（OAM）４は、無線局１Ａ及び１Ｂに割り当て周波数を通知する際
に、ダウンリンク送信電力の上限値を通知してもよい。また、運用管理装置（OAM）４は
、候補周波数の使用可能期限を示す絶対時刻又は相対時刻を無線局１Ａ及び１Ｂに通知し
てもよい。これらは、候補周波数間で共通でもよいし、異なっていてもよい。
【００８２】
＜第５の実施形態＞
　本実施形態では、第４の実施形態の変形例について説明する。本実施形態では、第４の
実施形態と同様に、制御部３が運用管理装置（OAM）４と一体的に配置される例を示す。
ただし、本実施形態は、無線局１と運用管理装置（OAM）４の間のシグナリングの変形例
を示す。具体的には、運用管理装置（OAM）４は、共用周波数の割り当て要求とともに端
末情報報告を無線局１から受信する。あるいは、運用管理装置（OAM）４は、共用周波数
の割り当て要求の代わりに、端末情報報告を無線局１から受信してもよい。これにより、
運用管理装置（OAM）４と無線局１の間のシグナリングを削減できる。
【００８３】
　本実施形態に係る無線通信システム１００を含む無線ネットワークの構成例は、図１１
に示した第４の実施形態の構成と同様とすればよい。図１５は、本実施形態に係る無線通
信システム１００における共用周波数の使用制御手順の具体例を示すシーケンス図である
。図１５と図１２の比較から明らかであるように、図１５は、図１２に示されたステップ
Ｓ２０２、Ｓ６０４、及びＳ６０５に代えて、ステップＳ９０２を含む。ステップＳ９０
２では、無線局１Ａ及び１Ｂは、端末情報報告および周波数割り当て要求を送信する。な
お、端末情報報告と周波数割り当て要求は、別々のメッセージであってもよい。また、無
線局１Ａ及び１Ｂによる端末情報ＡＡの取得（Ｓ２０１）のタイミング、および運用管理
装置（OAM）４による候補周波数情報の取得（Ｓ２０３）のタイミングは、適宜変更され
てもよい。
【００８４】
　図１６は、無線局１Ａ及び１Ｂによる共用周波数の使用制御に関する動作の一例を示す
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フローチャートである。図１６と図１３の比較から明らかであるように、図１６は、図１
３に示されたステップＳ３０３、Ｓ７０４、及びＳ７０５に代えて、ステップＳ１００３
を含む。ステップＳ１００３では、無線局１Ａ及び１Ｂは、端末情報報告および周波数割
り当て要求を送信する。
【００８５】
　図１７は、運用管理装置（OAM）４による共用周波数の使用制御に関する動作の一例を
示すフローチャートである。図１７と図１４の比較から明らかであるように、図１７は、
図１４に示されたステップＳ８０１～Ｓ８０３に代えて、ステップＳ１１０１を含む。ス
テップＳ１１０１では、運用管理装置（OAM）４は、端末情報報告および周波数割り当て
要求を受信したか否かを判定する。これらを受信した場合（ステップＳ１１０１でＹＥＳ
）、運用管理装置（OAM）４は、ステップＳ８０４以降の処理を実行する。
【００８６】
＜第６の実施形態＞
　本実施形態では、上述した第１～第５の実施形態に係る無線通信システム１００がLTE
システムである場合について具体的に説明する。無線通信システム１００がLTEシステム
である場合、無線局１は"無線基地局（i.e. eNB）"に対応し、無線端末２は"UE"に対応す
る。
【００８７】
　また、UE２の共用周波数での通信能力に関する第１の条件の具体例として示した条件（
１）～（９）、および端末情報の具体例に関して説明した端末無線アクセス能力は、"UE 
radio access capability"と呼ぶことができる。 UE radio access capabilityは、例え
ば、割り当て候補周波数で通信が可能か否かの情報（i.e. SupportedBandListEUTRA info
rmation）を含む。SupportedBandListEUTRA informationは、UEからEvolved Universal T
errestrial Radio Access Network（E-UTRAN）に送られるUE Capability Information に
含まれる情報要素の１つである。SupportedBandListEUTRA informationは、UE２がサポー
トする周波数帯域を示す。また、UE radio access capabilityは、滞在中の（セルの）周
波数帯域と割り当て候補周波数が同時に利用可能か否かを示す情報（i.e. SupportedBand
Combination information）を含んでもよい。
【００８８】
　同様に、端末システム能力は、"UE Non-Access-Stratum (NAS) capability"と呼ぶこと
ができる。UE NAS capabilityは、コグニティブ無線の能力（e.g. センシング能力）の有
無を示す情報（i.e. CognitiveCapability information）を含んでもよい。ここで、LTE
では、端末システム能力（UE NAS capability）は、コアネットワーク（Evolved Packet 
Core（EPC））のモビリティ管理装置（Mobility Management Entity（MME））が無線基地
局（eNB）を介して無線端末から取得する。無線基地局（eNB）において端末システム能力
（UE NAS capability）を利用する場合、eNBはMMEからこれを取得する。
【００８９】
　また、共用周波数が端末間直接通信（UE direct communication、D2D(Device-to-Devic
e) communication、UE-to-UE communication、などと呼ばれる）に利用される場合、端末
システム能力は、端末間直接通信の能力の有無を示す情報を含んでもよい。なお、端末間
通信能力は、端末システム能力ではなく、端末無線アクセス能力として定義されてもよい
。
【００９０】
　また、端末情報の具体例として示した端末サービスは、UE２が実行中であるか又はUE２
が要求しているサービスのQuality of Service（QoS）又はQoS Class Indicator（QCI）
であってもよい。
【００９１】
　また、端末情報の具体例として示した端末位置情報は、GPSにより取得された位置情報
であってもよいし、ネットワークによる位置情報サービス（Location Service（LCS)）に
より取得された位置情報（e.g. OTDOA法により所得された位置情報）であってもよい。ま
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た、端末位置情報は、UE２により測定された無線品質（e.g.各セルの参照信号（Referenc
e Signal）の受信品質及びセル識別子）であってもよい。UE２により測定された無線品質
は、RF fingerprintとも呼ばれる。
【００９２】
＜第７の実施形態＞
　本実施形態では、上述した第３の実施形態に係る無線通信システム１００がLTEシステ
ムであり、共用周波数がTVWSである場合について具体的に説明する。つまり、本実施形態
は、制御部３が無線局（i.e. eNB）１と一体的に配置される例を示す。
【００９３】
　図１８は、本実施形態に係る無線通信システム（i.e. LTEシステム）１００を含む無線
ネットワークの構成例を示している。図１８の例は、２つのLTEシステム１００Ａ及び１
００Ｂを含む。LTEシステム１００Ａは、２つのeNB１Ａ及び１Ｂを含む。eNB１Ａは、セ
ル１１Ａを運用し、セル１１Ａに帰属するUE２Ａと通信する。eNB１Ｂは、セル１１Ｂを
運用し、セル１１Ｂに帰属するUE２Ｂと通信する。運用管理装置（OAM）４Ａは、LTEシス
テム１００Ａに含まれる複数の無線局１（eNB１Ａ及び１Ｂを含む）を管理する。
【００９４】
　同様に、LTEシステム１００Ｂは、２つのeNB１Ｃ及び１Ｄを含む。eNB１Ｃは、セル１
１Ｃを運用し、セル１１Ｃに帰属するUE２Ｃと通信する。同様に、eNB１Ｄは、セル１１
Ｄを運用し、セル１１Ｄに帰属するUE２Ｄと通信する。運用管理装置（OAM）４Ｂは、LTE
システム１００Ｂに含まれる複数の無線局１（eNB１Ｃ及び１Ｄを含む）を管理する。
【００９５】
　運用管理装置（OAM）４Ａ及び４Ｂは、周波数管理装置（SM）５と通信し、共用周波数
情報を周波数管理装置（SM）５から受信する。共用周波数情報は、使用可能な共用周波数
（i.e. 少なくとも１つの候補周波数）を示す。運用管理装置（OAM）４Ａ及び４Ｂは、周
波数管理装置（SM）５を介さずにGeo-location Database（GDB）６から直接的に共用周波
数情報を受信してもよい。GDB６は、TV放送システム２００にライセンスされた周波数帯
域（i.e. TV band）の使用状況を管理し、二次利用可能な周波数帯域（e.g. TVWS）の情
報を提供する。
【００９６】
　図１９は、本実施形態に係るLTEシステム１００Ａにおける共用周波数の使用制御手順
の具体例を示すシーケンス図である。図１９は、eNB１Ａについて示しているが、eNB１Ｂ
の動作もeNB１Ａと同様である。また、LTEシステム１００Ｂも、図１９に示すLTEシステ
ム１００Ａと同様の手順を実行すればよい。
【００９７】
　図１９のステップＳ２０１、Ｓ２０２、並びにＳ２０４～Ｓ２０７における処理は、図
７に示した同一符号のステップ群における処理と同様とすればよい。図１９のステップＳ
１２０１及びＳ１２０２は、図７に示した"候補周波数情報の取得（ステップＳ２０３）"
の具体例である。つまり、ステップＳ１２０１では、運用管理装置（OAM）４Ａは、候補
周波数情報の要求をGDB６に送信する。ステップＳ１２０２では、運用管理装置（OAM）４
Ａは、候補周波数情報の通知をGDB６から受信する。候補周波数情報は、少なくとも１つ
の候補周波数を示す。
【００９８】
　図１９のステップＳ１２０３及びＳ１２０４は、割り当て周波数（i.e. TVWS）を用い
た通信を開始するための処理を示している。ステップＳ１２０３では、eNB１Ａは、割り
当て周波数の設定情報をUE２Ａに送信する。ステップＳ１２０４では、eNB１Ａは、割り
当て周波数においてUE２Ａと通信する。
【００９９】
　図１９に示した手順は、一例に過ぎない。図７に関して述べたのと同様に、eNB１Ａに
よる端末情報の取得（Ｓ２０１）のタイミング、および運用管理装置（OAM）４Ａによる
候補周波数情報の取得（Ｓ１２０１及びＳ１２０２）のタイミングは、適宜変更されても
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よい。
【０１００】
＜第８の実施形態＞
　本実施形態では、上述した第５の実施形態に係る無線通信システム１００がLTEシステ
ムであり、共用周波数がTVWSである場合について具体的に説明する。つまり、本実施形態
は、制御部３が運用管理装置（OAM）４と一体的に配置される例を示す。
【０１０１】
　図２０は、本実施形態に係る無線通信システム（i.e. LTEシステム）１００を含む無線
ネットワークの構成例を示している。図２０の例は、図１８と同様に、２つのLTEシステ
ム１００Ａ及び１００Ｂを含む。図２０におけるLTEシステム１００Ａ及び１００Ｂの基
本的な構成は、図１８と同様である。ただし、図２０では、運用管理装置（OAM）４Ａ及
び４Ｂは、制御部３Ａ及び３Ｂをそれぞれ有する。
【０１０２】
　図２１は、本実施形態に係るLTEシステム１００Ａ及び１００Ｂにおける共用周波数の
使用制御手順の具体例を示すシーケンス図である。図２１は、eNB１Ａ及び１Ｃについて
示しているが、eNB１Ｂ及び１Ｄの動作もeNB１Ａ及び１Ｃと同様である。
【０１０３】
　図２１のステップＳ２０１、Ｓ９０２、Ｓ６０６、及びＳ６０７における処理は、図１
５に示した同一符号のステップ群における処理と同様とすればよい。図２１のステップＳ
１３０１では、周波数管理装置（SM）５は、二次利用可能なTVWSの情報、つまり、候補周
波数の情報、をGDB６から受信する。図２１のステップＳ１３０２及びＳ１３０３は、図
１５に示した"候補周波数情報の取得（ステップＳ２０３）"の具体例である。つまり、ス
テップＳ１３０２では、運用管理装置（OAM）４Ａ及び４Ｂは、候補周波数情報の要求を
周波数管理装置（SM）５に送信する。ステップＳ１３０３では、運用管理装置（OAM）４
Ａ及び４Ｂは、候補周波数情報の通知を周波数管理装置（SM）５から受信する。候補周波
数情報は、少なくとも１つの候補周波数を示す。
【０１０４】
　図２１のステップＳ１３０４では、運用管理装置（OAM）４Ａ及び４Ｂは、割り当て周
波数報告を周波数管理装置（SM）５に送信する。割り当て周波数報告は、運用管理装置（
OAM）４Ａ及び４Ｂが"割り当て周波数"として決定した候補周波数を示すか、又は周波数
割り当てを行わないことを示す。ステップＳ１３０５では、周波数管理装置（SM）５は、
運用管理装置（OAM）４Ａ及び４Ｂからの報告に基づいて、候補周波数の情報を更新する
。ステップＳ１３０６では、eNB１Ａは、割り当て周波数においてUE２Ａとの通信を開始
する。eNB１Ａと同様に、eNB１Ｃは、割り当て周波数においてUE２Ｃとの通信を開始する
。
【０１０５】
　図２１に示した手順は、一例に過ぎない。例えば、端末情報報告と周波数割り当て要求
は、別々のメッセージであってもよい。また、eNB１Ａ及び１Ｃによる端末情報の取得（
Ｓ２０１）のタイミング、および運用管理装置（OAM）４による候補周波数情報の取得（
Ｓ１３０２及びＳ１３０３）のタイミングは、適宜変更されてもよい。
【０１０６】
＜第９の実施形態＞
　上述した第８の実施形態は、以下に述べるように変形されてもよい。第８の実施形態で
は、各オペレータの運用管理装置（OAM）４Ａ及び４Ｂが候補周波数（i.e. TVWS）の中か
ら割り当て周波数を決定する例を示した。しかしながら、複数のオペレータ・ネットワー
クの周波数割り当て（i.e. 周波数管理）を周波数管理装置（SM）５が集中的に行なって
もよい。この場合、図２１において、運用管理装置（OAM）４Ａ及び４Ｂは、周波数割り
当て要求をeNB１Ａ及び１Ｃから受信したことに応じて、周波数割り当て要求を周波数管
理装置（SM）５に送信すればよい。運用管理装置（OAM）４Ａ及び４Ｂは、eNB１Ａ及び１
Ｃからの周波数割り当て要求メッセージを周波数管理装置（SM）５に転送してもよい。こ



(18) JP 6402808 B2 2018.10.10

10

20

30

40

50

のとき、運用管理装置（OAM）４Ａ及び４Ｂは、端末情報を周波数割り当て要求と共に報
告してもよいし、波数管理装置（SM）５から端末情報の要求を受けてからこれを送信して
もよい。
【０１０７】
　周波数管理装置（SM）５は、周波数割り当て要求に応答してeNB１Ａ及び１Ｃの割り当
て周波数を決定する。そして、周波数管理装置（SM）５は、eNB１Ａ及び１Ｃの割り当て
周波数を示す通知を管理装置（OAM）４Ａ及び４Ｂにそれぞれ送信する。運用管理装置（O
AM）４Ａ及び４Ｂは、eNB１Ａ及び１Ｃの割り当て周波数を示す通知をeNB１Ａ及び１Ｃに
それぞれ送信する。eNB１Ａ及び１Ｃは、各々の割り当て周波数においてUE２Ａ又は２Ｃ
との通信を開始する。
【０１０８】
　このように、周波数管理装置（SM）５のようなネットワークノード（又は装置）が、複
数のオペレータ・ネットワーク（又は複数のオペレータ・システム）に対する周波数割り
当てを行うことで、オペレータ間の公平性を保つことができ、最適なオペレータ・ネット
ワーク（又はオペレータ・システム）を共用周波数の割当先として選択することができる
。
【０１０９】
　なお、LTEシステムを想定した第８及び第９の実施形態において、TVWSをLTEシステムで
利用する場合を例に用いた。しかしながら、第８及び第９の実施形態は、TV放送システム
２００のようなプライマリシステムが存在せず、複数のシステムが周波数を共用する場合
にも適用できることは言うまでもない。また、複数のシステムとは、複数のLTEシステム
であってもよいし、LTEシステムと別のシステムであってもよい。
【０１１０】
＜その他の実施形態＞
　第１～第９の実施形態で説明した制御部３（又は３Ａ～３Ｄ）及び制御部２０により行
われる処理は、Application Specific Integrated Circuit（ＡＳＩＣ）を含む半導体処
理装置を用いて実現されてもよい。また、これらの処理は、少なくとも１つのプロセッサ
（e.g. マイクロプロセッサ、ＭＰＵ、Digital Signal Processor（ＤＳＰ））を含むコ
ンピュータシステムにプログラムを実行させることによって実現してもよい。具体的には
、第１～第９の実施形態で示された制御部３又は制御部２０に関するアルゴリズムをコン
ピュータシステムに行わせるための命令群を含む１又は複数のプログラムを作成し、当該
プログラムをコンピュータに供給すればよい。
【０１１１】
　このプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体（non-transitory
 computer readable medium）を用いて格納され、コンピュータに供給することができる
。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体（tangible s
torage medium）を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体（例え
ばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ）、光磁気記録媒体（例
えば光磁気ディスク）、Compact Disc Read Only Memory（ＣＤ－ＲＯＭ）、ＣＤ－Ｒ、
ＣＤ－Ｒ／Ｗ、半導体メモリ（例えば、マスクＲＯＭ、Programmable ROM（ＰＲＯＭ）、
Erasable PROM（ＥＰＲＯＭ）、フラッシュＲＯＭ、Random Access Memory（ＲＡＭ））
を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体（transito
ry computer readable medium）によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコ
ンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュー
タ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラ
ムをコンピュータに供給できる。
【０１１２】
　さらに、上述した実施形態は本件発明者等により得られた技術思想の適用に関する例に
過ぎない。すなわち、当該技術思想は、上述した実施形態のみに限定されるものではなく
、種々の変更が可能であることは勿論である。
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【０１１３】
　この出願は、２０１２年４月２７日に出願された日本出願特願２０１２－１０２３３５
を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【符号の説明】
【０１１４】
１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ　無線局
２、２Ａ、２Ｂ、２Ｃ、２Ｄ　無線端末
３、３Ａ、３Ｂ、３Ｃ、３Ｄ　制御部
４、４Ａ、４Ｂ　運用管理装置（Operation Administration and Maintenance（OAM））
５　周波数管理装置（Spectrum Manager（SM））
６　Geo-location Database（GDB）
１１、１１Ａ、１１Ｂ、１１Ｃ、１１Ｄ　セル
２０　制御部
１００、１００Ａ、１００Ｂ　無線通信システム
２００　TV放送システム
ＡＡ　端末情報

【図１】
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【図３】
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